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対象者 補助金額 種別

愛
知
県

愛知県住宅用太陽光発
電施設導入促進費補助
金

住宅用太陽光発電システムを設置する者に補助を行う県内市町村に対し
て、その費用の一部を補助する。（個人に対する補助ではありません）

市町村補助額×1/4
又は
5,000円/kW×出力(kW)
（4kW上限）
の低い方の額

設置補助
（1kw当たり）

愛知県環境部
大気環境課
地球温暖化対策室
052-954-6242

豊
橋
市

太陽光発電システム補
助金

自ら居住するまたは居住予定である豊橋市内の住宅（店舗等との併用住宅
を含む。また、住民票に記載されている住所地にある住宅に限る。）におい
て発生した電力を使用するため、電力会社と太陽光契約を行い太陽光発電
システムを設置する個人

8万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
2010年3月15日
（予算範囲内）

環境保全課
TEL:0532-51-2385

岡
崎
市

家庭用新エネルギーシ
ステム設置等補助金（住
宅用太陽光発電システ
ム・家庭用燃料電池）

（1）　自ら居住し、かつ、所有（同居の親族の所有を含む）する市内の住宅
に対象システムを設置しようとするかた（併用住宅を含む）
（2）　自らの居住の用に供するための市内の住宅の新築に合わせて対象シ
ステムを設置しようとするかた（併用住宅を含む）

2万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
2010年3月31日

環境総務課　地球温暖化
対策班
TEL:0564-23-6685

一
宮
市

住宅用太陽光発電シス
テム設置補助事業

自ら居住する又は居住予定である市内の住宅（店舗、事務所等との併用住
宅を含む。）に住宅用太陽光発電システムを新たに設置しようとする方。

3万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
2010年3月10日
実績報告締切

環境部　環境保全課
TEL:0586-45-7185

半
田
市

住宅用太陽光発電シス
テム設置補助金

自分が居住する半田市内の住宅に太陽光発電システムを設置する方、ま
たは半田市内の太陽光発電システム付き住宅を購入する方

2万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
予算範囲内

環境センター
TEL:0569-23-3567

春
日
井
市

春日井市住宅用地球温
暖化対策機器設 置 費
補 助 事 業

自ら居住する春日井市内の住宅にシステムを設置する方 2万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月16日
～予算範囲内

環境部　環境政策課
TEL:0568-85-6211

豊
川
市

住宅用太陽光発電シス
テム設置費補助金

自ら居住し、又は居住を予定する市内の住宅（店舗等との併用住宅を含
む。）にシステムを設置する者で、国が行う住宅用太陽光発電導入支援対
策費補助金の交付を受ける者

4万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
予算範囲内

生活活性部　環境対策課
環境係
TEL:0533-89-2141

碧
南
市

新エネルギーシステム導
入促進費補助金

自ら居住する碧南市内の住宅に、市の定めた要件に適合する住宅用太陽
光発電システムを設置する方。

4.5万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
予算範囲内

経済環境部　環境課
  環境保全係
TEL:0566-41-3311
（395・396）

刈
谷
市

住宅用太陽光発電シス
テム設置費補助事業

平成２１年４月１日以降に自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システム
を設置する人。または、市の補助認定を受けている太陽光発電システムが
設置されている建売住宅を購入した人。

9万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
2010年3月31日
設置工事完了

環境課
TEL:0566-62-1017

豊
田
市

住宅用太陽光発電シス
テム設置費補助金

平成21年4月1日から平成22年3月31日の間に、自ら居住する市内の住宅
に太陽光発電システムを新たに設置する方

6.5万円/kW、上限3kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
2010年3月31日
設置工事完了（予
算範囲内）

環境政策課
TEL:0565-34-6650

安
城
市

住宅用太陽光発電シス
テム設置補助金制度

自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システムを新たに設置する方又は
自らが居住する目的でシステム付住宅を購入する方

10万円/kW、上限なし
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
2010年3月31日
（予算範囲内）

環境首都推進課
TEL:0566-71-2206

西
尾
市

住宅用太陽光発電装置
設置費補助金

平成21年度中に自ら居住する市内の住宅に、財団法人電気安全環境研究
所が認証した太陽電池モジュールであることを始めとする市の定めた用件
に適合する住宅用太陽光発電装置を設置し、完了ができる方で、かつ市税
に滞納の無い方

2万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
2010年3月31日

環境課　環境保全担当
TEL:0563-56-2111（2104）

蒲
郡
市

住宅用新エネルギーシ
ステム導入促進費補助
金

自ら居住する市内の住宅（店舗等との併用住宅を含む。）に未使用のシス
テムを設置する方。

6万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
2010年2月末日

環境課
TEL:0533-66-1122

犬
山
市

住宅用太陽光発電シス
テム設置費補助金

犬山市内で、新規でシステムを導入される方、システムつき住宅を購入され
る方。
＊市税を完納していること、過去に本補助金を受けていないこと、申請年度
内に設置が完了すること。

4万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
予算範囲内

生活環境部
公園緑地課
TEL:0568-61-1800（212）

常
滑
市

住宅用太陽光発電シス
テム設置費補助

市内において自ら居住する住宅にシステムを設置した者及び自ら居住する
ためシステム付き住宅を購入した者

2万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
予算に達したた
め終了。

生活環境課
環境保全担当
TEL:0569-35-5111（142）

江
南
市

住宅用太陽光発電シス
テム設置費補助金

自ら居住する市内の住宅に発電システムを設置しようとする者 2万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
予算範囲内

環境課
環境対策グループ
TEL:0587-54-1111(421)

小
牧
市

住宅用太陽光発電シス
テム設置費補助金

小牧市内で自ら居住する住宅に太陽光発電システムを設置する方 7.5万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
2010年3月31日

環境対策課
政策推進係
TEL:0568-76-1181

稲
沢
市

稲沢市住宅用太陽光発
電システム設置費補助
事業

自ら居住する市内の住宅（店舗等の併用住宅を含みます。）に対象システ
ムを設置する者

2.5万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
2010年3月10日
完了報告期限

環境保全課
環境保全グループ
TEL:0587-36-0135

新
城
市

太陽光発電システム設
置費補助制度

自らが居住する市内の住宅（店舗などとの併用住宅を含む）に太陽光発電
システムを設置する方

2.5万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
予算範囲内

生活環境部　環境課
TEL:0536-23-7677

東
海
市

東海市住宅用太陽光発
電システム設置費補助
金

電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法第９条及び
同法施行令第４条で規定する設備として認定を受けたシステムを設置する
個人

2万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
2010年3月31日

生活環境課
TEL:052-603-2211(553)

大
府
市

住宅用太陽光発電シス
テム設置費補助金

市内に住所を有し、自ら居住する市内の住宅に補助対象システムを設置し
ようとする方、または市内に住所を有し、または住所を有する見込みの方の
うち、自ら居住する補助対象システム付きの住宅を市内に新築しようとする
方、または市内に住所を有し、または住所を有する見込みの方のうち、自ら
居住するため、市内の分譲、建売等の補助対象システム付き住宅を購入し
ようとする方。ただし、購入しようとする住宅が中古住宅の場合は、新規に
補助対象システムを設置する場合に限り対象とする。

5万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
2010年3月31日

市民協働部　環境課
環境保全係
TEL:0562-45-6233

知
多
市

住宅用太陽光発電シス
テム設置費補助

自らが居住する市内の住宅に発電システムを設置した方 5万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
2010年3月31日

環境政策課
TEL:0562-45-6223

問合せ先制度名称
支援内容

実施期間
自
治
体
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対象者 補助金額 種別
問合せ先制度名称

支援内容
実施期間

自
治
体

知
立
市

住宅用太陽光発電施設
設置費補助金

自ら居住し、または居住する予定の知立市内の住宅（店舗等との併用住宅
を含む。）に施設を設置する人および自ら居住するために知立市内の施設
付新築建売り住宅を購入する人

4万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
予算範囲内

市民部　環境課
環境保全係
TEL:0566-83-1111(219)

日
進
市

住宅用太陽光発電シス
テム設置費補助事業

自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システムを新たに設置する方で着
工予定日が平成21年4月1日以降であり、着工予定日より前に補助金交付
申請書が提出できる方。（着工日の7日前までに提出してください。）
また、平成22年3月10日までに工事を完了し事業完了報告書を提出できる
こと。

4万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
4月8日（予算に達
したため終了）

環境課　環境政策係
TEL:0561-73-2896

田
原
市

太陽光発電施
設設置補助金

市内に住所を有し現に居住している
方及び市内に居住しようとする方が
住宅及び店舗兼併用住宅に施設を設
置する場合

8万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
2010年3月31日

エコエネ推進室
TEL:0531-23-7401

愛
西
市

住宅用太陽光発電シス
テム設置整備事業補助
金

自ら居住する住宅（店舗等との併用住宅を含む。）にシステムを設置する者
及び自ら居住するためシステム一体型住宅を新築する者で、申請年度内に
システムの運用を開始できること。

5万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
2010年3月31日

環境課
TEL:0567-25-1111

北
名
古
屋
市

住宅用太陽光発電シス
テム設置費補助金

自ら居住する市内の住宅（店舗等との併用住宅を含む。）にシステムを設置
される方。 4万円/kW、上限4kW

設置補助
（1kw当たり）

2009年4月15日
～2010年3月10
日完了報告期限

環境課
TEL:0568-22-1111(2232)

弥
富
市

住宅用太陽光発電施設
導入費用補助金

自ら居住する市内の住宅（店舗等との併用住宅を含む）および自ら居住す
るため市内に施設一体化住宅を新築する者で、申請年度内に施設の運用
を開始できること。

5万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
2010年3月31日

環境課
TEL:0567-65-1111(133)

長
久
手
町

住宅用太陽光発電シス
テム設置整備事業補助
金

自ら居住する町内の住宅（店舗等との併用住宅を含む）にシステムを設置
する方
　（新築住宅とあわせて設置する場合を含みます。）または、自ら居住する
ため住宅団地供給者等から町内のシステム付き新築住宅を購入する方

5万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
2010年3月31日

生活環境部　環境課
TEL:0561-63-1111(172)

豊
山
町

5万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

建設課
TEL:0568-28-0916

大
口
町

太陽光発電設置費補助

・町内において自らが所有し、かつ、居住する住宅に太陽光発電システムを
設置しようとする方
・町内において自らの居住の用に供するため新築する住宅にあわせて太陽
光発電システムを設置しようとする方
・町内において自ら居住するため建売住宅供給者から太陽光発電システム
付き新築住宅を購入しようとする方

2万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

地域協働部　環境課
TEL:0587-95-1111

飛
島
村

10万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

民生部　保健福祉課
TEL:0567-52-1001

阿
久
比
町

住宅用太陽光発電シス
テムの設置費補助金

町内において自ら居住する住宅に新たに対象システムを設置する方で、町
税を滞納していない方。

2万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
予算範囲内

民生部　環境衛生課
TEL:0569-48-1111(317)

東
浦
町

住宅用地球温暖化対策
機器設置費補助金

・自らが居住する町内の住宅(店舗等との併用住宅を含む)に対象機種を設
置しようとする方（町外の方で転入予定の方は、実績報告時に住民票添付）
・町税の滞納がない方

5万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
2010年1月末日ま
でに申請

環境経済部　環境課
TEL:0562-83-3111

美
浜
町

住宅用太陽光発電シス
テム設置費補助事業

町内の自ら居住する住宅（店舗等との併用住宅を
含む。）に設置する対象システムの設置

2万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
2010年3月10日
完了報告期限

経済環境部
環境保全課  環境係
TEL:0569-82-1111(216)

武
豊
町

住宅用太陽光発電シス
テム
設置費補助金制度

・現在住んでいる住宅に新たにシステムを設置する人
・これからシステム付き住宅を新築する人
・これからシステム付き新築住宅を購入する人

2万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
2010年3月31日

環境課
TEL:0569-72-1111(353)

一
色
町

住宅用太陽光発電シス
テム設置費補助金

一色町内において自ら居住する住宅又は居住しようとする住宅に太陽光発
電システムを設置し、町税等を完納している方で、３月２０日までに発電シ
ステムを設置し、一色町へ補助金申請及び実績報告を提出できる方。

4万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
2010年3月20日
完了報告期限

健康福祉部　住民課
環境推進室
TEL:0563-72-9614

幡
豆
町

住宅用太陽光発電シス
テム設置費補助金

自ら居住する町内の住宅（店舗等の併用住宅を含む。）にシステムを設置し
た者で、
町税を完納している者であること。電力会社と電灯契約を締結しているこ
と

5万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
2010年3月10日
完了報告期限

住民課
TEL:0563-63-0112

幸
田
町

住宅用太陽光発電シス
テム設置費の補助

自ら居住する幸田町内の住宅にシステムを設置する方 6万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
予算範囲内

環境経済部 環境課
環境保全グループ
0564-62-1111(272)

三
好
町

住宅用太陽光発電シス
テム設置費補助

三好町内において自ら居住する住宅に太陽光発電システムを設置し町税
などを完納している方で、平成22年3月25日までに発電システムを設置し、
三好町へ補助金申請および実績報告の提出が可能な方。

5万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

2009年4月15日
～応募件数満了
まで

町民生活部　環境課
TEL:0561-32-8018

設
楽
町

5万円/kW、上限4kW
設置補助
（1kw当たり）

生活課
TEL:0536-62-0511
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対象者 補助金額 種別

養
老
町

養老町住宅用太陽光発
電システム設置事業補
助金

町内に住所を有し、または有しようとする方で、自己の居住の用に供する住
宅に太陽光発電システムを設置する方、または自己の居住の用に供するシ
ステム付きの住宅を建築または購入する方に補助する。ただし、町税を滞
納していない事が条件。

1kWあたり3万円、上限
9万円まで

設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
商工労働課
TEL：0584（32）1100
内線：339

安
八
町

安八町住宅用太陽光発
電システム設置事業補
助金

町内で自ら居住する専用住宅及び併用住宅に太陽光発電システムを設置
した方に補助する。

１kWあたり8万円、上限
3kWまで（地元産業育
成のため、三洋電機の
製品を使用の場合、１
kWあたり16万円、上限
3kWまで）

設置補助
（1kw当たり）

2009年4月1日～
民生部住民環境課
TEL:0584（64）3111

中
津
川
市

住宅用太陽光発電シス
テム設置補助

1kWあたりのシステム価格が、税別70万円以下であること。
自らが居住する市内の個人住宅に設置すること。
今年度末までに設置が完了すること。
市税などを滞納していないこと。

システム価格の5％（最
大出力が5kW以上の場
合は5kW分を上限）

設置補助
（1件当たり）

2009年4月1日～
環境政策課
TEL:0573（66）1111
内線：125

岐
阜
市

岐阜市太陽光発電シス
テム設置整備事業補助
金

①岐阜市内の自らの住居（店舗、事務所等との兼用も可）に太陽光発電シ
ステムを設置した方
②岐阜市内に太陽光発電システムを設置した建売住宅を自らの住居として
購入した方
※　ただし、いずれの場合も有限責任中間法人太陽光発電協会が実施す
る事業の補助を受けている必要があります。
※　上記の条件を満たした方で、有限責任中間法人太陽光発電協会から
の｢補助金交付額確定通知書｣の交付額確定日から１年以内に申請のこと

太陽光発電システム１
kwあたり２万円（上限３
kw、６万円まで）

設置補助
（1件当たり）

平成21年5月1日
～

自然共生部　地球環境課
TEL:058（265）4141
内線：6461・6462

瑞
浪
市

瑞浪市住宅用太陽光発
電システム設置費補助
金

①国の住宅用太陽光発電導入対策費補助金を受け取る方。
②自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システムを設置する方または市
内に自ら居住する太陽光発電システム付住宅を購入する方

太陽電池の最大出力
値１kwあたり30,000円
（上限120,000円、1,000
円未満切捨て）

設置補助
（1件当たり）

21年度中（但し、
平成22年3月31
日までに工事完
了が条件）

経済環境部環境課
TEL:0572（68）2111
内線：490

恵
那
市

平成21年度恵那市住宅
用太陽光発電システム
設置費補助金

平成21年4月1日から平成22年3月31日の間に自ら居住する市内の住宅に
新たに住宅用太陽光発電システムを設置する方（店舗併用住宅の場合は、
1/2以上が住宅の用に供するもの）　　※1世帯につき1回限り　　※市税を
滞納していない方　　※市内に住所を有する方、又は有する見込みの方

太陽電池モジュールの
最大出力値（kw・小数
点２桁未満切捨て）に５
万円を乗じた額で、上
限２０万円

設置補助
（1件当たり）

21年度中（但し、
平成22年3月31
日までに工事完
了が条件）

恵那市役所環境課
TEL:0573（26）2111
内線：183

山
県
市

山県市住宅用太陽光発
電システム設置事業補
助金

①自らが居住する市内の住宅にシステムなどを設置する方
②自らが居住するために、市内にシステムなどの付いた住宅を建築または
購入しようとする方

太陽電池出力１kw当た
り35,000円で、3kwを限
度

設置補助
（1件当たり）

21年度中
産業建設部産業振興課
TEL:0581（22）6830

自
治
体

問合せ先制度名称
支援内容

実施期間
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対象者 補助金額 種別

津
市

津市家庭用新エネル
ギー利用設備設置費補
助制度

自己の居住の用に供する住宅へ対象設備を設置する者、または対象設備
が設置された自己の居住の用に供する住宅を購入する者

1件あたり６万円
（出力は関係なし）

設置補助
（1件当たり）

2009年4月1日～
2010年3月31日
（ただし、先着約１
００件分）

津市環境政策課
環境共生担当
TEL：059-229-3212

四
日
市
市

四日市市家庭用新エネ
ルギー普及支援事業費
補助金

よっかいち1人1日1kgCO2ダイエット事業への登録を承諾するものであっ
て、自ら居住、または居住予定の市内の住宅に住宅用太陽光発電システ
ムを設置し、電力会社と受給契約する者

1件あたり5万円
設置補助
（1件当たり）

未定
四日市市環境保全課
環境調整係
TEL：059-354-8188

伊
勢
市

住宅用太陽光発電

（１）現に自らが所有し、かつ、居住する住宅にシステムを設置しようとする
者。
（２）自らが所有し、かつ、居住するための住宅を新築しようとする者で、当
該新築しようとする住宅にシステムを設置しようとするもの。
（３）システムを設置した新築住宅を、自らが所有し、かつ、居住するため購
入しようとする者

１件あたり６万円
設置補助
（1件当たり）

募集期間
2009年4月1日～
2010年2月26日

伊勢市環境生活部
環境課
TEL：0596-21-5522

亀
山
市

家庭用新エネルギー普
及支援事業費補助金

自らが居住する住宅に太陽光発電システムを設置し、電力会社と太陽光契
約を締結した者

1件6万円。二酸化炭素
冷媒ヒートポンプ給湯
器同時設置2万円加
算。家庭用ガスエンジ
ン給湯器同時設置5万
円加算。

設置補助
（1件当たり）

2009年4月1日～
2010年3月31日

亀山市企画政策部
企画経営室
TEL：0595-84-5123

川
越
町

住宅用太陽光発電シス
テム設置費補助事業

自ら居住、または居住予定の町内の住宅にシステムを設置し、電力会社と
受給契約する者

太陽光発電システム
１８万円　エコキュート２
万円　エコウィル３万円
（１件あたり）

設置補助
（1件当たり）

2009年４月1日～
川越町　町民環境課
TEL059-366-7115

明
和
町

住宅用太陽光発電設置
費補助金

自ら居住、または居住予定の町内の住宅にシステムを設置し、電力会社と
受給契約する者

10kw未満のシステムに
対し１件あたり５万円、
募集件数20件

設置補助
（1件当たり）

受付期間
2009年5月1日～
2010年12月28日

政策課政策係
TEL：0596-52-7112

度
会
町

度会町家庭用新エネル
ギー普及支援事業費補
助金

当該年度の4月1日から2月28日までの期間に、町内に家庭用新エネルギー
設備の設置を完了できる人

太陽光発電設備1件あ
たり6万円、CO2冷媒
ヒートポンプ給湯器を太
陽光発電設備と同時設
置すると2万円上乗せ

設置補助
（1件当たり）

申込期間（予定）
2009年5月1日～
2009年9月末

度会町総務課
TEL0596-62-1111

松
阪
市

※実施予定だが、詳細は未定

多
気
町

※実施予定だが、詳細は未定

問合せ先制度名称
支援内容

実施期間
自
治
体
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